
旭川市子どもの居場所づくり緊急対策事業補助金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は，新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮をしつつ，地域との交流

を継続させる子どもの居場所づくりに関する取り組みを実施する市民団体等に対し，補

助金を交付することにより，従来の活動の継続を可能とし，困難を抱える家庭の孤立を防ぎ，

子どもが安心して暮らせるよう地域全体で子どもたちを見守る環境づくりに寄与することを

目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において，「子どもの居場所」とは，旭川市子どもの居場所づくり支援補助

金交付要綱第２条に定義されるものとする。

（交付対象事業）

第３条 当該補助金の交付対象となる活動は，子どもの居場所づくりに関する取り組みを実施

する市民団体等が，令和３年４月１２日から令和３年６月３０日までの間に，新型コロナウ

イルス感染症拡大防止に配慮した形で行う事業とする。

２ 当該補助金の交付対象となる活動は，次の要件を満たすものでなければならない。

（１） 旭川市内で開催すること。

（２） 子どもに提供する食事代は原則無料とすること。

（３） 合理的な理由がある場合を除いて，子どもの特性等によって対象とする子どもを限定

しないこと。

（４） 活動を行う上で知り得た個人情報を第三者に漏らさないこと。ただし，必要に応じて，

支援機関等に情報提供するなどの場合は，この限りではない。

３ 前項の規定を満たしていても，次の各号のいずれかに該当する事業は，対象としない。

（１） 営利活動，宗教活動又は政治活動を目的とするもの。

（２） 子どもの居場所づくりの活動が，旭川市の他の補助金・負担金の交付対象事業となる

もの。

（補助対象者）

第４条 当該補助金の交付対象事業を実施する市民団体等は，次の要件を満たすものでなけれ

ばならない。

（１） 市内に活動拠点を有し，主として市内において活動する団体・個人であること。

（２） 公序良俗に反する活動を行う団体・個人でないこと。



（３） 暴力団及び暴力団員でないこと。又は暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者を構

成員としている団体でないこと。

（対象経費）

第５条 補助対象経費は，食事の提供に要する経費であって次に掲げる経費とする。

（１） 食材の購入に要する経費

（２） 食事の運搬に要する経費

（２） 衛生管理（マスク，消毒液等）に要する経費

（３） 消耗品（使い捨て弁当容器，箸，ビニール袋等）の購入に要する経費

（４） 活動の周知に要する経費

（５） 前各号に掲げるもののほか，市長が特に必要と認める経費

２ 前項に規定する経費のうち，特定の収入が充当される場合は，当該充当額については対象

外とする。

（補助金額）

第６条 補助金額は，予算の範囲内で前条に定める補助対象経費とし，子どもの居場所１か所

につき１月当たり 40,000円を上限額とする。

（補助金の交付申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，旭川市子どもの居

場所づくり緊急対策事業補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて

市長に提出しなければならない。

（１） 事業計画書（様式第２号）

（２） 補助金交付申請額算出調書（様式第３号）

（３） その他市長が必要と認める書類

（補助金の交付決定）

第８条 市長は，前条の規定による申請があったときは，当該申請に係る書類の審査及び必要

に応じて行う実地調査等により補助金の交付の可否を決定する。

（交付決定等の通知）

第９条 市長は，前条に係る交付の決定をしたときは，速やかに旭川市子どもの居場所づくり

緊急対策事業補助金交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。ま

た，補助金の交付をしないことを決定したときも，その旨を書面により申請者に通知するも

のとする。



（申請の取下げ）

第10条 申請者は，前条の規定による通知を受けた場合において，当該通知に係る決定内容に

不服があるときは，当該通知を受理した日から10日以内に補助金の交付の申請を取り下げる

ことができる。

２ 前項に規定する申請の取下げがあったときは，取り下げた申請に係る補助金の交付の決定

は，なかったものとみなす。

（事情変更による交付決定の取消し等）

第11条 市長は，補助金の交付の決定後において，補助金の交付決定を受けた者（以下「補助

事業者」という。）の責めに帰すべき事情による場合を除き，天災その他特別な事情により

補助事業の全部又は一部を遂行することができなくなったとき，又はその必要がなくなった

ときは，補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し，又は当該決定の内容を変更する

ことができるものとする。ただし，補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については，

この限りでない。

（状況報告及び調査）

第12条 市長は，補助事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは，補助事業者に

対し，当該補助事業の遂行に関して報告を求め，又は実地調査をするものとする。

２ 前項に規定する報告等に基づき，補助事業が補助金の交付決定の内容に従って遂行されて

いないと認めるときは，補助事業者に対して決定の内容に従って遂行するよう指示するもの

とする。

（申請内容の変更及び承認）

第13条 補助事業者は，補助金の交付決定後において，補助事業の内容を変更し，又は廃止し

ようとするときは，遅滞なく旭川市子どもの居場所づくり緊急対策事業補助金変更承認申請

書（様式第５号）を市長に提出し，その承認を受けなければならない。ただし，軽微な変更

で市長が認めるものについては，この限りではない。

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，その内容を審査し，適正であると認めた

ときは，第９条の規定を準用し，補助事業者に通知するものとする。

（実績報告）

第14条 補助事業者は，補助事業が完了したとき，又は前条に規定する補助事業の廃止の承認

を受けたときは，速やかに旭川市子どもの居場所づくり緊急対策事業補助金実績報告書（様

式第６号）に次の各号に掲げる書類を添付して，市長に提出しなければならない。

(１)事業実績書(様式第２号)



（２） 事業精算書（様式第７号）

（３） その他市長が必要と認める書類

（補助金の額の確定）

第15条 市長は，前条の規定による報告を受けたときは，これを審査し，必要に応じて行う現

地調査等によって，当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付

した条件に適合すると認めたときは，交付すべき補助金の額を確定するものとする。

２ 市長は，前項の規定により補助金の額を確定したときは，旭川市子どもの居場所づくり緊

急対策事業補助金確定通知書（様式第８号）により補助事業者に通知するものとする。

（是正のための措置）

第16条 市長は，第14条の規定による報告書の提出があった場合で，報告書に係る補助事業の

成果が補助金の交付決定の内容に適合しないと認めるときは，補助事業者に対してこれに適

合させるための措置を講ずるように指示するものとする。

（交付決定の取消し）

第17条 市長は，次の各号のいずれかに該当する場合は，補助金の交付決定の全部又は一部を

取り消すことができる。

（１） 補助金を補助目的外の用途に使用したとき。

（２） 補助事業の執行に関し，交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

（３） 補助金の申請及び実績報告に虚偽その他不正な行為があったとき。

２ 前項の規定は，補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用

するものとする。

（交付の時期）

第18条 補助金の交付は，第15条の規定により補助金の額を確定した後において行うものとす

る。

（補助金の概算払い）

第19条 前条の規定にかかわらず，補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めると

きは，補助金の交付決定額の全部又は一部について概算払いをすることができるものとする。

２ 補助事業者は，前項の規定による補助金の概算払いを受けようとするときは，旭川市子ど

もの居場所づくり緊急対策事業補助金概算払申請書（様式第９号）を提出し，承認を受けな

ければならないものとする。

３ 前項の承認については，旭川市子どもの居場所づくり緊急対策事業補助金概算払承認通知

書（様式第10号）により補助事業者に通知するものとする。



（補助金の返還）

第20条 市長は，第17条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において，既に補

助金が交付されているときは，補助事業者に対して期限を定め，その全部又は一部の返還を

命ずることができる。

２ 市長は，交付すべき補助金の額を確定した場合において，既にその額を超える補助金が交

付されているときは，その返還を命ずるものとする。

（理由の提示）

第21条 市長は，第12条第２項又は第16条の規定による指示をするとき，又は第17条第１項に

規定する取消しをするときは，補助事業者に対してその理由を示すものとする。

（関係書類の整備等）

第22条 補助事業者は，補助事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類，帳簿等を整

備し，当該補助事業の完了期日が属する年度の翌年度の初日から５年間は保存しなければな

らないものとする。

（委任）

第23条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

（施行期日等）

この要綱は，令和３年４月１２日から施行する。

（この交付要綱の失効）

この要綱は，令和３年６月３０日限り，その効力を失う。


